
平成２２年３月１日

平成２１年度

男女共同参画推進本部会議

・「男女共同参画社会に関する県民意識調査」の実施結果について

・・「第3次おかやまウィズプラン（仮称）」の策定について

･・「新おかやまウィズプラン」の取組状況について

議 題



■■市町村の男女共同参画計画の策定率（市町村の男女共同参画計画の策定率（H22.3H22.3月見込み）月見込み）

85.285.2％％（策定済（策定済 2323市町村市町村 未策定未策定 ４４町村）町村） 目標目標 100100％％
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基本目標基本目標ⅠⅠ 男女共同参画社会づくりに向けた意識の改革男女共同参画社会づくりに向けた意識の改革

H21.4月時点の策定率

81.5％ 全国第１４位

【参考】条例の制定率
（H21.4月時点）

74.1％ 全国第１位



■県の審議会等委員の女性比率（H21.4月時点）
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基本目標基本目標ⅡⅡ あらゆる分野への男女共同参画の推進あらゆる分野への男女共同参画の推進

％

年度

34.7％ 全国第４位

【参考】
法律又は政令により設置され
た審議会等委員の女性比率
（条例によるものを除く）

（H21.4月時点）

目標目標 4040％％
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※法令又は条例に基づき設置された審議会



■審議会等委員の女性比率（H21.4月時点）／部局別

22.3
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総務部 企画振興部 生活環境部 保健福祉部 産業労働部 農林水産部 土木部 教育庁 警察本部

20年度 21年度

基本目標基本目標ⅡⅡ あらゆる分野への男女共同参画の推進あらゆる分野への男女共同参画の推進

％

※法令又は条例に基づき設置された審議会
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１４年度 １５年度 １６年度 １７年度 １８年度 １９年度 20年度

岡山県内の配偶者からの暴力に関する相談の状況

女性相談所 ウィズセンター 警察本部・警察署 岡山市

（相談件数）

1,227 1,196

1,607

2,532 2,555
2,719

3,220

■配偶者からの暴力に関する相談の状況（岡山県）
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基本目標基本目標ⅢⅢ 男女の人権が尊重される社会の構築男女の人権が尊重される社会の構築

２２..６倍６倍



基本目標基本目標ⅣⅣ 多様な生き方を基礎とする活力あふれる地域社会づくり多様な生き方を基礎とする活力あふれる地域社会づくり
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女性割合

（男女共同参画課調べ 各年度4月1日現在）

女性委員比率10％以上の都道府県

女性委員比率5～10％未満の都道府県

女性委員比率3～5％未満の都道府県

女性委員比率3％未満の都道府県

■農業委員の女性比率（全国）

1.0％ 全国第４７位

岡山県の女性委員比率
（H21.4月時点）

目標目標 5.05.0％％
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～新おかやまウィズプランの取組状況～

目標項目
法施行時
(H12～13)

計画
策定時

19年度実績 20年度実績 21年度実績見込み
目標値

（22年度末）

基本目標Ⅰ 男女共同参画社会づくりに向けた意識の改革

ウィズセンターが行う意識啓発講座
の男性比率

－ 13.1% 20.2% 22.6% 20.0% 25%

市町村の男女共同参画計画の策定率 11.5% 32.4% 77.8% 81.5% 85.2% 100%

基本目標Ⅱ あらゆる分野への男女共同参画の推進

県の審議会等委員の女性比率 18.2% 33.9% 36.5% 37.2% 37.6%（21年4月） 40.0%

男女共同参画推進リーダー養成研修
会修了者数

－
158人

(H14～16)

289人

(H14～19)

327人

(H14～20)

363人

（H14～21）

500人

（H22累計）

女性消防団員数 － 280人 － 367人 405人 350人

基本目標Ⅲ 男女の人権が尊重される社会の構築

配偶者等からの暴力防止啓発講座等
受講者数

192人
1,069人

(H13～17)

2,509人

(H13～19)

3,007人

(H13～20)

3,973人

(H13～21)

4,000人

（H22累計）

ＤＶ防止基本計画策定市町村数 － 0市町村 － 1市町村 2市町村 5市町村

基本目標Ⅳ 多様な生き方を基礎とする活力あふれる地域社会づくり

女性の育児休業取得率 73.0% 81.4% 93.7% 93.7% 93.7%(18年10月) 90%

男性の育児休業取得率 0.1% 0.2% 0.4% 0.4% 0.4%(18年10月) 2.5%

農家における家族経営協定締結戸数 149戸 234戸 321戸 352戸 376戸 380戸

農業委員の女性比率 0.6% 0.6% 0.7% 1.0% 0.6% 5%

ＮＰＯ法人の認証数 77法人 246法人 446法人 481法人 539法人 580法人

〔新おかやまウィズプラン数値目標の進捗状況抜粋〕
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男女共同参画社会に関する県民意識調査

結果概要



第３次おかやまウィズプラン(仮称)の策定にあたり､男女共同

参画社会に関する意識を把握し､今後の施策立案等の基礎資
料とするため、実施した。

・調査地域 県内全域

・調査対象 県内に居住する20歳以上の男女 3,012名

・調査方法 郵送による配布、回収

・調査期間 平成21年10月～11月

・回 収 数 １，４９５件（回収率 49.6％）
※有効回収数 １，４９０件（有効回収率 49.5％）



回答者の内訳

性別 年齢別

女性
52.8%

男性
38.9%

無回答

8.3%

9.9

11.7

9.7

14.2

16.4

14.0

14.8

15.9

16.0

18.5

18.9

20.7

18.9

18.2

22.6

17.3

18.8

16.9

6.4

0.1

0.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

女性

男性

20歳代 30歳代 40歳代 50歳代

60歳代 70歳代～ 不明



国（H21）

「男は仕事、女は家庭」という考え方について、あなたはどのよう
にお考えですか。

国の質問は、「夫は外で働き、
妻は家庭を守るべき」

男女の役割分担意識や家庭観について１

41.3

反対, 23.8
30.7 31.3

どちらかといえ

ば賛成

どちらかといえ

ば反対

わからない

3.6

賛成
10.6

32.3

23.6

21.2

19.3

57.1

61.5

63.7

64.2

9.3

11.4

11.1

11.7

1.2

3.6

4.0

4.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H６年

H12年

H16年

H21年

同感する

同感しない

わからない

無回答

41.3



家庭での仕事の役割について、あなたはどのようにお考えですか。

男女の役割分担意識や家庭観について２

44.5

15.1

17.0

29.9

27.3

29.5

66.6

77.4

66.2

38.1

43.6

41.7

17.7

10.3

4.7

20.8

19.7

20.3

3.3

3.0

3.6

5.5

6.0

6.6

6.3

6.2

6.0

5.83.2

29.6

1.0

0.3

0.3

0.3

0.7

0.3

1.3

1.1

0.5

0.3

0.1

4.6

1.3

0.0

2.9

2.2

4.1

1.6

1.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

生活費を稼ぐ

日々の家計の管理

日常の家事

育児（乳幼児の世話）

老親等の介護や看護

子どもの教育としつけ

地域活動への参加

主として夫

どちらかといえば夫

両方同じ程度

どちらかと言えば妻

主として妻

いずれにも該当しない

無回答



あなたは、次にあげる分野で男女の地位は平等になっているとお考えですか。

男女の地位の平等などについて３

15.4

19.1

19.5

7.3

8.2

7.8

2.4

50.7

46.0

41.5

42.4

39.5

29.7

12.9

11.0

13.0

17.2

27.2

24.0

30.9

48.1

10.1

8.2

11.0

7.4

13.8

15.6

19.7

9.9

8.5

8.7

8.5

9.1

9.5

9.9

2.2

4.4

1.5

5.7

4.7

5.7

6.0 1.0

0.7

0.7

1.5

0.5

0.8

0.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

社会通念・慣習

職場

政治の場

家庭生活

地域社会

法律や制度の上

学校教育の現場

男性が非常に優遇 どちらかといえば男性が優遇
平等 わからない
無回答 どちらかといえば女性が優遇
女性が非常に優遇

6.8 56.4 11.7 8.7 12.4 0.5
3.4

社会全体で見た

場合

・しきたり



次にあげるような政策・方針の決定にかかわる役職において、今後
女性がもっと増えるほうがよいを思うものをすべてお答えください。

女性の参画について４

※複数回答

50.6

0.7
2.2

53.1

43.4 42.1
39.1 38.9

27.6 26.1 26.0

22.1 22.0
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一般的に女性が職業を持つことについて、あなたはどのようにお考えですか。

女性の就労について５

もたない方がよい

結婚するまではもつ
方がよい

子どもができても
ずっと続ける方がよい

子どもが大きくなったら
再びもつ方がよい

その他

わからない

無回答

子どもができるまでは、
もつ方がよい
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0.3

0.6
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2.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H21年(男性)

H21年(女性)



(職業を持っている方に）

あなたは、現在、今の仕事を続けたくとも続けられなくなるかもしれないという不安
はありますか。それはどのようなことから生じる不安ですか。

ワーク・ライフ・バランスについて６

※複数回答

35.0
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あなたは、仕事をやめたり、中断したり、あるいは転職したりしたことがあり
ますか。あるとすれば、それはどのような理由からでしょうか。

ワーク・ライフ・バランスについて７
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※複数回答



男女がともに、「仕事と生活の調和」を図るためには、どのような条件の整備が必要
であると思いますか。

ワーク・ライフ・バランスについて８

※複数回答

53.3

34.4

28.0
25.4

18.9

11.0

4.3
2.2

4.5
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12.6
9.6

5.1
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（配偶者や恋人がいる（いた）方に）
配偶者や恋人関係にあった者から、次のような行為を受けたことがありますか。

人権について９

■身体的暴力
骨折させる、突き飛ばす、足でける、ドアを蹴

ったり、ものを投げつけておどす、平手で打つ
など
■性的暴力

いやがっているのに性的行為を強要する、
見たくないのに、ポルノビデオやポルノ雑誌

を見せる など

■精神的暴力
長時間無視し続ける、交友関係や電話を細か

く監視する、大声でどなる など
■経済的暴力

生活に必要なお金を渡さない、食事をさせない

相手の行為で、
命の危険を感じ
ましたか。

9-2

27.4

8.8

33.6

3.4

32.3

10.8

35.8

5.1

21.0

5.2

30.6

1.4

0

10

20

30

40

50

身体的暴力 性的暴力 精神的暴力 経済的暴力

全体

女

男

6.7

1.0

33.5

32.1

59.8

66.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女性

男性

感じた

感じない

無回答

※　配偶者・恋人のいる（いた）人に対する割合

％



配偶者や恋人関係にあった者から受けた行為について、誰かに打ち明けたり、
相談したりしましたか。

人権について10

※複数回答

22.8 21.3

2.1 2.1 2.1 1.9 1.4 1.2 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 2.1

60.7

0

10

20

30

40

50

60

70

ど

こ

（
誰

）
に
も

相

談

し
な

か

っ
た

友

人

・
知

人

家

族

・
親

戚

弁

護

士
医

師

・

カ
ウ

ン
セ
ラ

ー

民

間

相

談

機

関

警

察

裁

判

所

ウ

ィ
ズ

セ

ン
タ

ー

女

性

相

談

所

・

女

性

相

談

員

地

方

法

務

局

・

人

権

擁

護

委

員

そ

の
他

公

的

機

関

市

町

村

セ

ン
タ

ー

市

町

村

役

場

そ

の
他



男女間における暴力（性犯罪、配偶者や交際相手からの暴力、セクシュアル
ハラスメントなど）を防止するため、どのようなことが必要だと考えますか。

人権について11

※複数回答

57.3

52.3

45.4
42.9

39.6 39.2

30.3 29.3 29.0

22.5

11.8
9.8

3.6
0.2

4.3

0

20

40

60

家
庭

で
の
暴
力

防
止
教
育

身
近

な
相
談
窓

口

を
増

や
す

幼

い
時

か
ら

の

男
女
平
等
教
育

加
害
者

へ
の

罰
則
強
化

暴
力

を
助
長

す
る

情
報

の
取
締

学
校

で
の
暴
力

防
止
教
育

地
域
住
民
同
士

の

関

わ
り
を
強
化

加
害
者

へ
の
教
育

メ
デ

ィ
ア
で
の
広

報

・
啓
発
活
動

警
察

・
医
療
関
係

者

へ
の
研
修

地
域

で
の
暴
力

防
止
研
修

職
場

で
の
暴
力

防
止
研
修

そ
の
他

特

に
必
要

は
な

い

わ

か
ら
な

い

％



家族の介護を行うことについて、どのようにお考えですか。

介護について12

親や配偶者の介護は
主に女性がすることは
やむをえない

親や配偶者の介護は
男性も女性もともに
すべき

親の介護は男女に
かかわらず実の子が
すべき

その他

わからない

無回答

※H12は、「親の介護」について

23.0

7.7

60.2

73.4

10.8

8.2 5.0

2.7

1.7

3.1

2.3

2.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H12(全体)

H21(全体)

6.0 72.4

74.5

9.7

7.5

4.7

4.48.8

2.8

2.8

2.0

4.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H21(男性)

H21(女性)



男女共同参画の推進について

男女共同参画社会の実現のために、今後、県や市町村がどのようなこと
に力を入れていくべきだと思いますか。

13

35.7

19.3

11.6
10.1

8.2 7.9 6.8

1.6

70.8

33.4

15.8
12.1

8.0

40.4

26.1
23.3

10.1
7.8 6.9 5.6

2.0

66.1

23.9

45.2
45.1

21.9

12.8

8.7
7.5

0.8

60.7

8.4

46.4

0

20

40

60

子

育

て

、
介

護

に
対

す

る

多

様

な

支
援

就

労

に
お

け
る

男

女

機

会

均

等

、
就
業

環
境

整
備

慣

習

の
見

直

し

、
啓

発

男

女

共

同

参
画

の
視

点

に
立

っ
た

教

育

・
学

習

政

策

・
方

針

決

定

過

程

へ
の
女

性

の
参
画

女

性

に
対

す

る

暴

力

根

絶

の
た

め

の
支
援

生

涯

を

通

じ
た

女

性

の

健

康

保

持

の
支
援

国

際

交

流

・
協

力

へ
の

男

女

共

同

参

画

支

援

男

性

へ
の
意

識

啓

発

、

相

談

の
充

実

女

性

の
た

め

の

相

談

を

充

実

そ

の
他

全体

女性

男性

※複数回答

％



24

第３次おかやまウィズプラン
(仮称）の策定について



25

第３次プランの概要

１ 根拠
「男女共同参画社会基本法」及び「男女共同参画の促

進に関する条例」に基づく都道府県の基本計画

２ 計画期間
平成２３年度～平成２７年度

３ 策定時期
平成２３年３月（予定）

■これまでのプラン
・おかやまウィズプラン２１ （平成１３年度～平成１７年度）
・新おかやまウィズプラン （平成１８年度～平成２２年度）



策定スケジュール
時 期 内 容

平成22年 ３月 推進本部会議（意識調査結果報告）

３月 男女共同参画審議会（意識調査結果報告）

６月 推進本部会議（骨子決定）

６月 男女共同参画審議会（骨子協議）

８月 公聴会開催

10月 推進本部会議（素案決定）

10月 男女共同参画審議会（素案協議）

10月 パブリックコメント募集

12月 男女共同参画審議会（素案再協議）

平成23年 ３月 推進本部会議（プラン決定）

４月 第３次おかやまウィズプラン(仮称) スタート

男女が共に輝くおかやまの実現
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